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1 水道ビジョン策定にあたって 

1.1 事業の沿革 

福 岡 県 南 広 域 水 道 企 業 団 は 、 筑 後 川 水 系 で 開 発 さ れ る ダ ム 等

を 水 源 に 水 道 用 水 供 給 事 業 を 行 う 一 部 事 務 組 合 と し て 昭 和 4 6 年

に 設 立 さ れ た 。 当 時 、 県 南 地 域 の 水 道 普 及 率 は 6 0%に 満 た な い

状 況 で あ り 、そ れ ま で 依 存 し て き た 井 戸 水 も 量 的・質 的 な 問 題 か

ら 水 道 へ の 転 換 が 必 要 と な っ て い た 。企 業 団 の 構 成 団 体 は 、創 設

事 業 の 8 団 体 か ら 始 ま り 、 第 一 期 拡 張 事 業 で 3 団 体 が 加 入 、 さ

ら に 第 二 期 拡 張 事 業 で 5 団 体 が 加 入 し た 。 現 在 の 構 成 団 体 数 は

市 町 村 合 併 を 経 て 1 3 団 体 （ 8 市 4 町 1 企 業 団 ） と な っ て い る 。  

大 山 ダ ム を 水 源 と す る 第 二 期 拡 張 事 業 は 、平 成 2 6 年 度 に 完 成

す る 予 定 で あ る 。し か し 、県 南 地 域 の 水 道 普 及 率 を 全 国 平 均 や 福

岡 県 平 均 に 近 づ け る た め に は 、 さ ら に 第 三 期 拡 張 事 業 を 実 施 す

る 必 要 が あ る 。 当 企 業 団 に と っ て 最 後 の 拡 張 事 業 と な る 第 三 期

拡 張 事 業 の 水 源 と し て は 、 小 石 原 川 ダ ム を 予 定 し て い る 。  

一 方 、創 設 事 業 で 建 設 し た 施 設 は 3 0 年 以 上 が 経 過 し て 老 朽 化

が 進 ん で お り 、現 在 の 耐 震 基 準 を 満 た し て い な い 施 設 も 多 い 。今

後 は 、 拡 張 事 業 と 並 行 し て 施 設 更 新 と 耐 震 化 を 計 画 的 に 実 施 す

る 予 定 で あ る 。  

1.2 水道ビジョンの位置付け 

平 成 1 6 年 6 月 、 我 が 国 の 「 水 道 ビ ジ ョ ン 」 が 策 定 さ れ 、「 安

心 」、「 安 定 」、「 持 続 」、「 環 境 」及 び「 国 際 」と い う 5 つ の 政 策 課

題 に 関 す る 目 標 が 示 さ れ た 。水 道 事 業 者 に 対 し て は 、事 業 の 現 状

と 将 来 見 通 し を 分 析・評 価 し た 上 で 、目 指 す べ き 将 来 像 を 描 き 、

そ の 実 現 の た め の 方 策 を 示 す「 地 域 水 道 ビ ジ ョ ン 」の 作 成 が 求 め

ら れ て い る 。  

当 企 業 団 は 、「 地 域 水 道 ビ ジ ョ ン 」と 同 様 の 目 的 で 、平 成 1 4 年

に 長 期 総 合 計 画 を 策 定 し て い る 。今 回 、こ の 長 期 総 合 計 画 の 見 直

し を 行 い 、名 称 も「 福 岡 県 南 広 域 水 道 企 業 団 水 道 ビ ジ ョ ン 」と 改

め る こ と に し た 。 計 画 期 間 は 平 成 1 9 年 度 か ら 平 成 2 6 年 度 ま で

の 8 年 間 と し 、 今 後 は こ の ビ ジ ョ ン に 基 づ く 企 業 団 経 営 を 行 う

も の と す る 。  
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2 事業の現状分析・評価 

2.1 安全な水、快適な水が供給されているか  

( 1 )水 質 基 準 の 適 合 状 況  

当 企 業 団 の 供 給 水 は 、 平 成 1 5 年 に 改 定 さ れ た 水 質 基 準 5 0 項

目 の す べ て に 適 合 し て い る 。厚 生 労 働 省 は 、水 質 基 準 に 適 合 し た

上 で さ ら に 水 道 水 質 の 向 上 を 図 る た め に 2 7 の 水 質 管 理 目 標 設 定

項 目 を 示 し て い る 。当 企 業 団 の 供 給 水 は 、水 の 腐 食 性 を 示 す 指 標

で あ る ラ ン ゲ リ ア 指 数 を 除 く 2 6 項 目 に つ い て 目 標 を 達 成 し て い

る 。水 道 管 の 維 持 管 理 面 か ら 、ラ ン ゲ リ ア 指 数 の 改 善 が 課 題 と な

っ て い る 。  

そ の 他 に 、 水 源 や 浄 水 場 の 特 性 に 合 わ せ て 独 自 に 検 査 項 目 を

追 加 し て お り 、 こ れ ら を 合 計 す る と 1 5 0 以 上 の 項 目 に つ い て 経

常 的 に 監 視 し て い る 。  

( 2 )異 臭 味 被 害 の 状 況  

昭 和 6 0 年 に 厚 生 省 が 設 置 し た「 お い し い 水 研 究 会 」に よ っ て

示 さ れ た お い し い 水 の 要 件 を 、 当 企 業 団 の 供 給 水 は 概 ね 満 た し

て い る 。 異 常 な 味 や 臭 気 の な い こ と が お い し い 水 の 前 提 条 件 だ

が 、そ れ は 原 水 水 質 の 状 態 に 大 き く 左 右 さ れ る 。当 企 業 団 で も 平

成 1 6 年 に 原 水 調 整 池（ 花 宗 溜 池 ）で 増 殖 し た 藻 類 を 原 因 と す る

カ ビ 臭 被 害 が 発 生 し て い る 。 ま た 近 年 は 貯 水 池 だ け で な く 筑 後

川 本 川 に お い て も カ ビ 臭 物 質 が 検 出 さ れ る よ う に な っ て い る 。  

こ の よ う な 経 緯 を 踏 ま え て 水 源 水 質 の 監 視 を 強 化 し て い る が 、

長 期 的 に は 高 度 浄 水 処 理 な ど 施 設 的 対 応 が 必 要 で あ る 。ま た 、水

道 水 に 対 す る 不 満 の 多 く が カ ル キ 臭 で あ る こ と を 考 え る と 、 残

留 塩 素 の 低 減 化 も 今 後 の 大 き な 課 題 と な る 。 残 留 塩 素 を 低 く 制

御 し な が ら 病 原 性 微 生 物 に 対 す る 安 全 性 を 確 保 す る た め に は 、

濁 度 や 有 機 物 の 除 去 率 を さ ら に 高 め る 必 要 が あ り 、 浄 水 施 設 の

基 本 性 能 の 向 上 が 不 可 欠 で あ る 。  

( 3 )水 質 事 故 の 発 生 状 況  

筑 後 川 で 発 生 す る 水 質 事 故 は 多 い 年 で 1 5 件 程 度 、そ の 多 く が

油 流 出 事 故 で あ る 。こ の た め 、東 櫛 原 取 水 場 に 油 臭 セ ン サ ー を 設

置 し て 監 視 し て い る 。ま た 、事 故 発 生 時 に は 筑 後 川 水 質 汚 濁 対 策

連 絡 協 議 会 の 連 絡 網 を 通 じ て 情 報 収 集 を 行 う と と も に 、 オ イ ル
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フ ェ ン ス 設 置 な ど の 迅 速 な 対 応 を 行 っ て い る 。  

( 4 )浄 水 能 力  

荒 木 浄 水 場 の 施 設 能 力 1 5 7 , 6 4 0m 3 /日 に 対 し て 、 現 在 の 処 理 水

量 は 最 大 で 1 0 万 m 3 /日 程 度 で あ り 、 今 の と こ ろ 十 分 な 浄 水 予 備

力 を 確 保 し て い る 。こ の 浄 水 予 備 力 は 、水 源 の 確 保 が 浄 水 場 の 整

備 に 対 し て 遅 れ た 結 果 と し て 一 時 的 に 生 じ て い る も の で 、 大 山

ダ ム 完 成 に よ り 需 要 量 に 見 合 う 取 水 が 可 能 に な れ ば 、 徐 々 に 低

下 し て い く も の と 予 想 さ れ る 。  

小 石 原 川 ダ ム も 含 め た 将 来 計 画 で は 、 2 0 万 m 3 /日 以 上 の 処 理

能 力 が 必 要 で あ り 、浄 水 施 設 の 増 設 が 必 要 と な る が 、こ れ ま で 段

階 的 に 拡 張 し て き た 荒 木 浄 水 場 も 、近 年 は 周 辺 の 開 発 が 進 み 、用

地 の 確 保 が 困 難 に な り つ つ あ る 。  

2.2 いつでも使えるように供給されているか 

( 1 )需 要 （ 給 水 人 口 、 給 水 量 ）  

構 成 団 体 の 水 道 普 及 率 は 平 成 1 6 年 度 末 で 8 8 . 1%で あ り 、 全 国

平 均 の 9 7 . 1%、あ る い は 福 岡 県 平 均 の 9 2 . 1%に 比 べ て 低 い 水 準 に

あ る 。  

構 成 団 体 全 体 の 行 政 区 域 内 人 口 は 横 ば い の 状 況 に あ る も の の 、

水 道 普 及 率 の 低 い 地 域 で は 給 水 区 域 を 拡 大 す る た め の 事 業 が 続

け ら れ て お り 、給 水 人 口 は 増 加 し て い る 。ま た 、核 家 族 化 に 伴 う

給 水 戸 数 の 増 加 、下 水 道 の 普 及 な ど の 理 由 で 、1 人 あ た り の 水 道

使 用 量 も 年 々 増 加 し て い る 。  

( 2 )供 給 能 力  

当 企 業 団 が 安 定 的 に 供 給 で き る 水 量 は 、 筑 後 川 に お け る 水 利

権 水 量 9 3 , 7 8 0m 3 /日 で あ る 。こ れ に 対 し 、水 需 要 は ピ ー ク 時 に お

い て 1 0 万 m 3 /日 を 超 え て い る 。 不 足 分 は 、 地 下 水 源 （ 八 女 水 源

地 ）か ら 揚 水 し た 水 を 貯 留 し た 原 水 調 整 池（ 花 宗 溜 池 ）か ら 補 填

す る こ と で 対 応 し て い る  

し か し 、平 成 1 6 年 度 以 降 は 水 需 要 が 平 均 的 に 水 利 権 水 量 を 上

回 る 状 況 と な っ て お り 、 構 成 団 体 の 一 部 に 対 す る 送 水 量 を 削 減

し な け れ ば な ら な く な っ て い る 。こ れ ら の 団 体 は 、削 減 さ れ た 分

を 自 己 水 源 を 活 用 す る こ と で 補 っ て い る が 、 そ れ も 限 界 に 達 し

つ つ あ る 。水 需 給 が こ の よ う に 逼 迫 す る こ と に な っ た の は 、大 山

ダ ム の 完 成 が 当 初 計 画 の 平 成 1 2 年 度 か ら 大 幅 に 遅 れ て い る こ と
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が 理 由 で あ る 。現 在 、大 山 ダ ム の 目 標 工 期 は 平 成 2 4 年 度 と な っ

て お り 、 そ の 間 の 対 応 と し て 大 山 ダ ム を 担 保 と し た 暫 定 水 利 権

の 取 得 が 急 務 と な っ て い る 。  

( 3 )耐 震 化 の 進 捗 状 況  

平 成 1 7 年 3 月 に 発 生 し た 福 岡 県 西 方 沖 地 震 に よ り 、北 部 九 州

地 方 の 地 震 危 険 度 に つ い て の 認 識 を 改 め ざ る を 得 な く な っ た 。  

水 道 構 造 物 の 耐 震 性 は レ ベ ル 2、 ラ ン ク A の 安 全 度 を 確 保 す

し な け れ ば な ら な い が 、当 企 業 団 の 浄 水 施 設 、送 水 ポ ン プ 施 設 は

こ れ を 満 た し て い な い 。ま た 、管 路 の 耐 震 化 も ほ と ん ど 進 ん で い

な い 。 比 較 的 建 設 時 期 が 新 し い 広 域 調 整 池 と 現 在 建 て 替 え 工 事

中 の 東 櫛 原 取 水 場 を 除 け ば 、 ほ と ん ど の 施 設 に つ い て 耐 震 補 強

が 必 要 と な っ て い る 。  

2.3 将来も変わらず安定した事業運営ができるようになっているか  

( 1 )老 朽 化 施 設 と そ の 更 新 計 画  

創 設 時 か ら の 施 設 は 、建 設 か ら 3 0 年 以 上 が 経 過 し て お り 、更

新 や 大 規 模 修 繕 が 必 要 な 時 期 に 来 て い る 。 第 二 期 拡 張 事 業 の 中

で 増 設 や 改 造 が 必 要 と な っ た 電 気 ･機 械 設 備 に つ い て は 、既 存 部

分 の 更 新 も 合 わ せ て 実 施 し て い る 。ま た 、平 成 1 6 年 度 か ら 行 っ

て き た 機 能 診 断 の 結 果 に 基 づ い て 、平 成 1 9 年 度 か ら は 老 朽 化 施

設 の 更 新 を 進 め る 計 画 で あ る 。た だ し 、荒 木 浄 水 場 の 主 要 な 構 造

物 、管 路 な ど に つ い て は 、更 新 の 時 期 も 方 法 も 未 定 の ま ま と な っ

て い る 。  

( 2 )経 営 ･財 務  

経 常 収 支 比 率 が 1 0 0%を 超 え 、自 己 資 本 比 率 も 漸 増 し て い る 状

況 に あ り 、 今 の と こ ろ 良 好 な 財 政 状 態 を 維 持 し て い る 。  

し か し 、 水 源 確 保 の 遅 れ か ら 料 金 収 入 が 伸 び て い な い に も か

か わ ら ず 、 建 設 事 業 の 財 源 と し て 借 り 入 れ た 企 業 債 の 元 利 償 還

金 は 高 水 準 で 継 続 し て い る 。ま た 、老 朽 化 施 設 の 改 良 ･更 新 が 平

成 1 9 年 度 か ら 本 格 的 に 始 ま る こ と 、 さ ら に は 平 成 2 5 年 度 か ら

大 山 ダ ム の 割 賦 負 担 金 の 支 出 が 始 ま る こ と な ど 、 経 営 を 圧 迫 す

る 要 因 も 控 え て い る 。  

大 山 ダ ム の 割 賦 負 担 金 に つ い て は 、 こ れ ま で 積 み 立 て て き た

水 源 開 発 積 立 基 金 を 取 崩 す こ と で 、施 設 の 改 良 ･更 新 に つ い て は

企 業 債 を 借 入 れ る こ と で 、 実 質 的 な 資 金 不 足 は 生 じ な い 見 込 み
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だ が 、今 後 も 一 層 の 経 費 縮 減 に 努 め 、健 全 な 財 政 状 態 を 維 持 す る

必 要 が あ る 。  

( 3 )技 術 者 の 確 保  

現 在 の 職 員 数 3 0 名 中 、技 術 職 員 は 1 9 名 で あ り 、6 3%を 占 め て

い る 。水 道 技 術 者 に 要 求 さ れ る 能 力 が 高 度 化 す る 中 で 、創 設 期 か

ら 事 業 を 支 え て き た 経 験 豊 富 な 職 員 が 定 年 時 期 を 迎 え つ つ あ る 。

技 術 の 継 承 は 当 企 業 団 に と っ て も 大 き な 課 題 と な っ て い る 。 技

術 力 を 平 均 的 に 高 め て い く た め に は 、 計 画 的 か つ 体 系 的 な 職 員

研 修 が 必 要 で あ る 。ま た 、こ れ ま で に 蓄 積 し て き た ノ ウ ハ ウ を 次

代 に 継 承 す る た め に も 業 務 マ ニ ュ ア ル の 拡 充 が 不 可 欠 で あ る 。  

2.4 環境への影響を低減しているか  

平 成 1 6 年 度 に I S O 1 4 0 0 1 を 認 証 取 得 し た 。 環 境 方 針 と し て は

次 の 4 項 目 を 掲 げ て い る 。  

① 省 エ ネ ル ギ ー ・ 省 資 源 の 推 進  

② 廃 棄 物 の 適 正 管 理 と 有 効 利 用  

③ 環 境 保 全 活 動 へ の 貢 献  

④ 環 境 啓 発 活 動 の 推 進  

こ の 方 針 に 基 づ い て 、 環 境 マ ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム を 運 用 し

た 結 果 、懸 案 事 項 で あ っ た 浄 水 ケ ー キ の 1 0 0%有 効 利 用 が 実 現 し

た 。ま た 、コ ピ ー 紙 や ガ ソ リ ン の 使 用 量 も 大 幅 に 削 減 す る こ と が

で き た 。平 成 1 7 年 度 か ら 始 め た 水 源 地 学 習 会 も 環 境 啓 発 活 動 の

一 環 と し て 定 着 し つ つ あ る 。  

今 後 は 、 浄 水 場 に お け る 電 気 使 用 量 及 び 薬 品 使 用 量 の 低 減 が

課 題 で あ る 。  

2.5 国際協力に貢献しているか  

海 外 か ら の 研 修 生 を 受 け 入 れ た り 、 海 外 に 職 員 を 派 遣 し て 技

術 指 導 を 行 う な ど 、地 方 公 営 企 業 と し て の 限 ら れ た 条 件 の 中 で 、

可 能 な 国 際 協 力 を 行 っ て き た 。 今 後 も 継 続 的 に 貢 献 す る こ と は

困 難 だ が 、必 要 な 技 術 基 盤 を 確 立 す る こ と で 、受 け 入 れ 体 制 は 整

備 し て お く 。  
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3 将来像の設定（基本目標） 

平 成 1 4 年 に 策 定 し た 長 期 総 合 計 画 で は 、基 本 目 標 を「 安 全 で

良 質 な 水 の 安 定 供 給 に よ り 、 県 南 地 域 住 民 の 生 活 向 上 と 地 域 発

展 に 貢 献 す る 」と 定 め た 。そ れ か ら 4 年 が 経 過 し た 今 日 、大 山 ダ

ム の 工 期 延 期 、新 規 団 体 の 加 入 な ど 、企 業 団 を 取 り 巻 く 環 境 に も

大 き な 変 化 が 生 じ て い る 。し か し 、条 件 に 変 化 が 生 じ 、環 境 が 厳

し さ を 増 し て い て も 、 当 企 業 団 が 果 た す べ き 役 割 が 変 わ る こ と

は な い と 考 え る 。従 っ て 、企 業 団 の 基 本 目 標 が 下 記 の と お り で あ

る こ と を 確 認 す る と と も に 、 あ る べ き 姿 を 示 す 。  

 

《基本目標》  

安 全 で 良 質 な 水 の 安 定 供 給 に よ り  

県南地域住民の生活向上と地域発展に貢献する  

企業団のあるべき姿  

安心  

人の健康に対する安全性を将来にわたって確保したうえで、誰もが

おいしいと感じる水を提供する。  

安定  

県南地域住民の生活基盤を支えるために、需要に応じた水源を安定

的に確保し、災害に強い水道施設を整備する。  

持続  

水道施設を適切に維持管理し、必要な設備投資を行いながらも、安

価な水道水を供給できるように効率的な経営を行う。  

環境  

環境負荷の低減と水環境の保全に努めるとともに、次代を担う子供

たちに水の大切さを伝えていく。  

国際  

水道の専門家集団としての能力を活用し、地方公営企業にふさわし

い国際協力を行う。  
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4 目標の設定（目標年度 平成 26 年度） 

4.1 運営基盤の強化、サービスの向上 

( 1 )広 域 化 、 共 同 化 の 推 進  

既 存 構 成 団 体 へ の 供 給 水 量 を 確 保 す る と と も に 、 新 た な 構 成

団 体 の 加 入 を 促 し 、広 域 化 を 進 め る 。水 質 検 査 な ど 、ス ケ ー ル メ

リ ッ ト が 働 き や す い 業 務 に つ い て の 共 同 化 を 図 る 。 さ ら に そ の

範 囲 を 拡 大 す る 。  

( 2 )技 術 基 盤 の 確 保 、 第 三 者 委 託 の 導 入  

水 道 の 専 門 家 と し て 創 造 性 豊 か な 人 材 を 確 保 、育 成 す る 。水 道

の 安 全 性 を 損 ね る こ と な く 、 効 率 的 な 官 民 連 携 を 実 現 す る た め

の 前 提 と し て 、 業 務 の 標 準 化 、 マ ニ ュ ア ル 化 を 進 め る 。  

( 3 )計 画 的 な 施 設 の 更 新  

拡 張 事 業 の ス ケ ジ ュ ー ル に 合 わ せ た 施 設 更 新 と 、 機 能 診 断 結

果 に 基 づ く 優 先 順 位 の 高 い 施 設 更 新 を バ ラ ン ス よ く 実 施 す る 。  

4.2 安心・快適な給水の確保  

( 1 )異 臭 味 被 害 の 防 止 、 安 全 性 と お い し さ の 向 上  

原 水 水 質 の 変 化 に 対 す る 水 処 理 の タ イ ム ラ グ を 短 縮 す る 。 水

道 管 の 腐 食 を 抑 制 す る た め ラ ン ゲ リ ア 指 数 を 改 善 す る 。  

将 来 的 に は 、濁 度 と 有 機 物 の 除 去 性 能 が 高 く 、薬 品 使 用 量 の 少

な い 水 処 理 を め ざ す 。  

( 2 )水 質 事 故 の 防 止  

水 源 水 質 の 監 視 体 制 と 水 道 施 設 へ の 侵 入 対 策 を 強 化 す る 。  

( 3 )原 水 水 質 の 保 全  

原 水 水 質 を 左 右 す る 水 環 境 の 保 全 の た め に 、 直 接 的 ま た は 間

接 的 働 き か け を 行 う 。  

4.3 災害対策等の充実 

( 1 )基 幹 施 設 の 耐 震 化  

基 幹 施 設 の 耐 震 性 は レ ベ ル 2、ラ ン ク A の 安 全 度 を 確 保 す る 。  
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( 2 )管 路 網 の 耐 震 化  

浄 水 場 か ら 広 域 調 整 池 ま で の よ う な 重 要 拠 点 間 の 送 水 管 は 、

耐 震 継 手 を 導 入 す る な ど 管 路 単 独 で の 震 災 対 策 を 進 め る 。 そ の

他 の 送 水 管 に つ い て は 、バ ッ ク ア ッ プ 機 能 の 充 実 を 図 る な ど 、管

路 網 全 体 と し て 効 率 的 な 耐 震 化 を 進 め る 。  

( 3 )渇 水 対 策  

原 水 調 整 池 の 運 用 効 率 を 高 め る 。 筑 後 川 の 利 水 安 全 度 向 上 に

向 け て 河 川 管 理 者 等 と の 調 整 を 図 る 。  

( 4 )応 急 給 水 実 施 の 確 保  

広 域 調 整 池 を 拠 点 と し た 応 急 給 水 体 制 を 整 備 す る 。  

( 5 )応 急 復 旧 体 制 の 整 備  

構 成 団 体 等 と の 相 互 応 援 体 制 を 構 築 す る 。  

4.4 環境・エネルギー対策の強化  

( 1 )浄 水 ケ ー キ の 有 効 利 用  

今 後 も 有 効 利 用 率 1 0 0%を 維 持 す る た め に 、用 途 拡 大 の た め の

研 究 を 行 う 。  

( 2 )省 エ ネ ル ギ ー ・ 石 油 代 替 エ ネ ル ギ ー 導 入 の 推 進  

環 境 マ ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 省 エ ネ ル ギ ー を 推 進

す る 。 太 陽 光 発 電 の 導 入 に つ い て 検 討 す る 。  

( 3 )環 境 教 育 ・ 環 境 保 全  

社 会 科 見 学 等 を 通 じ て 水 の 大 切 さ を 啓 発 す る 。 筑 後 川 の 水 環

境 を 解 明 す る た め の 手 が か り と し て 、 水 質 デ ー タ の 有 効 利 用 を

図 る 。  

4.5 国際協力を通じた水道分野の国際貢献  

高 い 技 術 力 と 豊 富 な 経 験 を 有 す る 技 術 者 を 確 保 、育 成 し 、海 外

か ら の 研 修 生 の 受 け 入 れ や 、 技 術 者 の 海 外 派 遣 を 可 能 に す る 体

制 を 整 備 す る 。  
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5  実現方策 

5.1 運営基盤の強化・サービスの向上  

( 1 )広 域 化 の 推 進 に よ る 地 域 貢 献  

① 新 規 構 成 団 体 へ の 施 設 整 備 （ 第 二 期 拡 張 事 業 ）  

② 既 存 送 水 施 設 の 能 力 増 強 （ 第 二 期 拡 張 事 業 ）  

③ 第 三 期 拡 張 事 業 の 推 進  

④ 水 質 管 理 の 共 同 化  

( 2 )新 規 水 源 の 確 保  

① 大 山 ダ ム 水 利 権 の 取 得  

② 小 石 原 川 ダ ム 水 利 権 協 議  

( 3 )老 朽 化 施 設 の 更 新  

① 更 新 事 業 の 実 施 （ 第 二 期 拡 張 事 業 ）  

② 改 良 事 業 計 画 の 策 定 と 実 施  

( 4 )組 織 の 活 性 化 と 人 材 の 育 成  

① 目 標 管 理 制 度 の 拡 充  

② 成 績 評 価 制 度 の 導 入  

③ 研 修 制 度 の 充 実  

④ 適 正 な 要 員 管 理  

⑤ 育 成 的 ロ ー テ ー シ ョ ン の 実 施  

( 5 )コ ス ト 縮 減 と 財 政 基 盤 の 確 立  

① 建 設 コ ス ト の 縮 減  

② 効 率 的 な 財 政 運 営  

③ 適 正 な 資 金 管 理  

④ 適 正 な 資 産 管 理  

( 6 )透 明 性 の 確 保  

① イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ る 情 報 公 開 の 拡 充  

② 監 査 制 度 の 充 実  

( 7 )事 務 効 率 化  

① 入 札 事 務 の 効 率 化  

② 業 務 手 順 書 の 整 備  

③ 工 程 及 び 設 備 管 理 の シ ス テ ム 化  

④ 文 書 の 電 子 化  

5.2 安心・快適な給水の確保に係る方策  

( 1 )原 水 水 質 の 変 化 に 対 応 し た 適 切 な 水 処 理  

① 水 処 理 指 針 の 精 査  

② 水 安 全 計 画 の 策 定  

③ ア ル カ リ 処 理 の 見 直 し  

④ 生 物 セ ン サ ー の 設 置  
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( 2 )水 質 検 査 精 度 の 向 上  

① 水 道 GLP の 取 得  

② 水 質 試 験 室 の 更 新  

( 3 )高 効 率 浄 水 技 術 の 研 究 と 応 用  

① 高 度 浄 水 技 術 の 研 究 と 応 用  

（ 新 凝 集 剤 ，天 日 乾 燥 床 能 力 ，汚 泥 濃 縮 効 率 化 ，膜 処 理 技 術 ）  

5.3 災害対策等の充実に係る方策  

( 1 )震 災 対 策  

① 耐 震 化 対 策 （ 第 二 期 拡 張 事 業 ）  

② 耐 震 化 計 画 の 策 定  

③ 防 災 訓 練 の 実 施  

④ 災 害 対 策 マ ニ ュ ア ル の 策 定  

⑤ 県 南 地 域 水 道 災 害 相 互 協 力 体 制 の 見 直 し  

( 2 )渇 水 対 策  

① 八 女 水 源 地 2 号 井 の 整 備  

② 小 石 原 川 ダ ム 及 び ダ ム 群 連 携 事 業 の 推 進  

( 3 )保 安 対 策  

① 安 全 保 安 施 設 の 整 備 （ 第 二 期 拡 張 事 業 ）  

② 安 全 保 安 施 設 の 整 備 （ 既 存 施 設 ）  

5.4 環境・エネルギー対策の強化  

( 1 )環 境 マ ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム の 運 用  

① I S O 1 4 0 0 1 の 更 新  

② 浄 水 ケ ー キ の 有 効 利 用 に 関 す る 調 査 研 究  

③ エ ネ ル ギ ー 消 費 原 単 位 電 力 量 の 抑 制  

④ 環 境 啓 発 活 動 の 実 施  

⑤ 水 環 境 に 関 す る 調 査 研 究  

( 2 )地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 の 策 定 と 運 用  

① 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 の 策 定 と 運 用  

( 3 )環 境 に 配 慮 し た 施 設 の 検 討  

① 太 陽 電 池 パ ネ ル に よ る 浄 水 施 設 覆 蓋 化 の 検 討  

5.5 国際協力等を通じた水道分野への国際貢献  

( 1 )国 際 協 力 に 対 応 で き る 人 材 の 確 保 と 育 成  

① 専 門 研 修 の 拡 充 ・ 自 己 啓 発 研 修 の 奨 励  
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